
茶のＰＤＣＡシート

活動内容

【生産サイドの対応方向】

➢ 輸出用茶生産体制を検討する。
－実証圃の設置
－実証圃の成果に基づく対応マニュアル策定

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢

➢

➢

輸出相手国で登録されていない農薬等の使用を低減す
る新たな防除体系を確立するための試験を実施する。

平成26年度は、煎茶と玉露を対象とし、新たな防除体
系の確立に取り組んだ。
平成27年度は、かぶせ茶と抹茶を対象とし、新たな防
除体系の確立・普及に取り組む。

➢ 野菜茶業研究
所（委託）

➢ 平成26年度の結果に
ついて、全国15箇所
で説明会を開催し
た。一方で、更に普
及させる必要があ
る。

平成26年度の結果につ
いて、生産者やその関係
団体、生産県の試験場や
普及員などに対して情報
提供した。今後、輸出に
取り組む生産者や団体な
どを増加させる。

➢ 引き続き、有機栽培への
支援を実施する。

➢ 農林水産省事業の活用により有機農業を支援する。 ➢ 農林水産省

➢ 2014年度の調査結果を踏
まえて、見本市や商談会
等の機会を利用して有機
茶の販売を実施する。

➢ 香港Tea Expo（８月）、シンガポールOishii Japan
（10月）、台湾国際茶業博覧会（11月）で販売促進活
動を実施する。現地の有機栽培茶に対する関心、今後
の品揃えの必要性等について調査し、今後の成約に結
び付けるように努力する。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

健康成分高
含有品種の
開発・普及

➢ 開発・普及に向けた具体
的な対応策を検討する。

➢ 農林水産省事業の活用により茶改植を支援する。 ➢ 農林水産省

茶樹中の放
射性セシウ
ム低減の徹
底

➢ 引き続き低減対策の情報
提供や現場支援を実施す
る。

➢ 農林水産省が都道府県の分析費用を負担する。 ➢ 農林水産省

EU向け
GLOBAL GAP
認証取得支
援

➢ 引き続きGlobal G.A.P.の
取得支援を実施。

➢ 農林水産省事業の活用によるGLOBAL GAP認証取得を支
援する。

➢ 農林水産省

輸出に対応
した茶栽培
技術、加工
技術の確
立、病虫害
に強い茶の
開発
輸出相手国
の食品衛生
関係規制に
対応した基
準に合った
生産体制の
確立

➢

➢

➢

2014年度に作成した標準
防除暦を各地域の防除暦
に反映させるように、各
産地へ輸出向け防除暦の
普及を行う。

病害虫抵抗性品種の改植
支援事業を引き続き実
施。

国内における輸出可能な
栽培面積の実態を把握す
るため産地等を含めた国
内検討会議を行う。

有機栽培の
推奨
米国の有機
同等性の承
認の取得

対応方向（Act）

輸出戦略上の
対応方向

輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）

評価



茶のＰＤＣＡシート

活動内容

対応方向（Act）

輸出戦略上の
対応方向

輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）

評価

【輸出環境整備】

➢ 日本茶関係団体が集まっ
て、残留農薬問題に対応
するためのワーキンググ
ループを設定する。

➢ インポートトレランス申請検討会（IT申請検討会）を
開催する。3月26日の検討会にて、茶関係の農薬メーカ
へデータ提供を依頼した。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ 第1回部会終了後
に、申請薬剤の具体
的な対応について議
論が必要である。

➢ 2014年度茶部会で作成し
た米国、EU、台湾向け茶
のインポートトレランス
の優先順位リストを踏ま
えて、インポートトレラ
ンス申請を行う。

➢

➢

米国及び台湾のインポートトレランス申請に必要な
データ収集が完了した。

米国及び台湾へのインポートトレランスの対象薬剤を
決定した。今後速やかに、申請する。

➢

➢
➢

日本茶輸出促
進協議会
農薬メーカー
農林水産省

➢ ＥＵについては、コス
ト等を踏まえて当面
申請を行わない。

➢ インポートトレランス申
請に必要なデータが不足
している成分について
は、次年度以降の申請に
向けたデータの収集を行
う。

➢ データの収集を実施している。その結果を踏まえ、次
年度以降のデータ収集計画を検討する。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ 香港での残留農薬基準の
設定状況を確認し、イン
ポートトレランスの優先
順位を設定する。

➢ ジェトロにて、香港におけるポジティブリスト制度運
用状況、違反事例等の実態調査を実施する。

➢ ジェトロ

➢ 輸出品を対象に輸出先国
の基準に合致しているの
かの残留農薬検査を実施
する。

➢ EU基準に合わせた残留農薬検査を実施する。 ➢ 日本茶輸出促
進協議会

EU、香港、
台湾の残留
農薬基準へ
の対応（基
準に沿った
生産体制確
立、相手国
でのイン
ポートトレ
ランス設定
の支援）



茶のＰＤＣＡシート

活動内容

対応方向（Act）

輸出戦略上の
対応方向

輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）

評価

➢ ISO TC34/SC8静岡会議（６月２～４日）を開催した。
日本から「抹茶」の基準づくりを提案し、今後検討していくこ
とになった。

➢

➢

日本茶輸出促
進協議会
農林水産省

➢ 抹茶の基準を検討す
る機運が醸成された
が、抹茶の基準が決
まるまでには、複数
年の期間を要する。

ISOにおける抹茶の基準
づくりにあたっては、複数
年の期間を要することか
ら、業界関係者とよく検討
の上、議論を進めていく
必要があることから、期
限を設定し、タイムスケ
ジュールに沿った検討を
進める。

➢ ITC総会（５月７日）へ参加し、茶の生産、消費の主要国と情
報交換を行った。

➢

➢ FAO IGG on Tea（10月）へ参加する。

【マーケティング】

日本食・食
文化の発信
とあわせた
売り込み

➢ 設立した日本茶輸出促進
協議会を中心に、日本茶
の淹れ方、飲み方の普及
指導のための人材育成を
行う講座、ワークショッ
プ等を開催。

➢

➢

「海外指導員育成委員会」における人材育成システム
を検討する（検討会・報告会実施：８月、10月、２
月）。

日本茶インストラクター協会の会員のうち、海外に在
住する約40名から希望者を募り「日本茶大使」として
配置する。当面は、日本大使館を舞台にした活動を予
定している。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ ➢ 日本茶紹介パンフ「ホット一息」「お茶にしようよ」
等を多言語化する（英語、EU（仏語、独語等）、中国
語）。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ 抹茶海外普及用テキストを作成する。 ➢ 日本茶輸出促
進協議会

見本市、商談会等で日本
茶をPRするための教材を
輸出先言語に翻訳するな
ど、PR素材の充実を図
る。

ITC総会に出席したこ
とで、各国キーパー
ソンとのネットワーク
の構築を行え、また、
情報交換を行うこと
ができた。

ITC総会に引き続き出席
し、各国キーパーソンとの
ネットワークを構築すると
ともに、そのネットワーク
を、協議会の活動、日本
茶普及へ活かしていく。ま
た、そこで得た情報を基
に、ISO、FAO IGGへの対
応を行っていく。

国際基準・規格等のハー
モナイゼーションの動き
に対する情報収集等を行
う。（緑茶の定義、緑茶
の評価用語の検討）

➢EU、香港、
台湾の残留
農薬基準へ
の対応（基
準に沿った
生産体制確
立、相手国
でのイン
ポートトレ
ランス設定
の支援）
【再掲】



茶のＰＤＣＡシート

活動内容

対応方向（Act）

輸出戦略上の
対応方向

輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）

評価

日本食・食
文化の発信
とあわせた
売り込み
【再掲】

➢ 日本茶ロゴマークの検討
を行うため、日本茶関係
団体で検討委員会を設置
する。

➢ 関係事業者等による検討会を開催し、日本茶ブラン
ディング・ロゴ等の検討を行う。なお、検討会におい
ては、併せて地理的表示、販売から生産に至る体制づ
くりも含めて検討する（検討会：８月、11月）。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ 海外の茶教育プログラム
に日本茶を組み込むため
に教育カリキュラムを作
成する。

➢ 米国での日本茶文化普及を促進するため、米国のTea
Association of USA（喫茶関係人材育成団体）におけ
る日本茶課程の実態を調査し、カリキュラムの作成を
検討する。また、事務局による海外輸出団体調査と連
携した調査を検討する。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ 2014年の調査結果を踏ま
えて、機能性成分を生か
したPRを検討する。

➢ 機能性成分を紹介したＰ
Ｒ素材の多言語化を行
う。

➢ 見本市や商談会の機会を
利用して、ＰＲ素材を活
用して日本茶の機能性に
ついてのＰＲ、販売等を
行う。

➢

➢

ベルリン（１月）、ロンドン（５月）において、他の
品目別輸出団体とともに、セミナー・PRイベントを開
催し、日本茶の機能性について、PRを行った。

今後は次の見本市等でPR、販売、商談等を行う予定で
ある。取組が、成約金額増加に結びつくような工夫を
行う。
　・８月　香港TEA Expo（香港）
　・９月　ミラノ市内におけるシンポジウム開催
　・10月　イタリア茶文化国際学会出席
　・10月　Oishii Japan（シンガポール）
　・11月　国際茶業博覧会（台湾）
　・11月　日本茶国内商談会（静岡、鹿児島）

➢ 日本茶輸出促
進協議会
ジェトロ

➢ 国によって、バイヤー
等のお茶に対する知
識の習熟度合いが違
う事から、セミナー実
施の際は日本茶に知
識のある人、ない人
の対象をわけてプロ
グラムを作るなど、濃
淡を付けた訴求が必
要となる。

➢
【再掲】
日本茶紹介パンフ「ホット一息」「お茶にしようよ」
等を多言語化する（英語、EU（仏語、独語等）、中国
語）。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

日本茶の安
全性や健康
イメージ、
カテキンな
ど機能性成
分による効
能をPR



茶のＰＤＣＡシート

活動内容

対応方向（Act）

輸出戦略上の
対応方向

輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）

評価

富裕層だけ
でなく中間
層もター
ゲットとし
た新規需要
層の開拓

➢ 引き続き、見本市や商談
会等において富裕層を
ターゲットとしたPR、販
売を実施する。

➢

➢

ベルリン（１月）、ロンドン（５月）において、他の
品目別輸出団体とともに、セミナー・PRイベントを開
催し、日本茶のPRを行った。

今後は次の見本市等でPR、販売等を行う予定である。
取組が、成約金額増加に結びつくような工夫を行う。
　香港TEA Expo（香港）（８月）（予定）
　ミラノ市内におけるシンポジウム開催（９月）
　イタリア茶文化国際学会出席（10月）
　Oishii Japan（シンガポール）（10月）
　国際茶業博覧会（台湾）（11月）
　日本茶国内商談会（静岡、鹿児島）（11月）

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ ベルリンやロンドンで
のPR活動では、日本
茶の特徴や取扱方
法、製法などバイ
ヤー向きの内容を中
心に訴求しつつ、高
級感なども説明し富
裕層への売り込みの
ためのPRは行ったも
のの、今後のイベント
では、中間層へも訴
求することが必要と
なる。

➢ 輸出国における嗜好につい
ての調査を行い、輸入国の
嗜好に合わせた茶の栽培
方法や加工方法を検討す
るために日本茶関係団体で
検討委員会を設置する。

➢

➢

台湾（台中、高雄）及び香港（TEA Expo会場）におい
て、日本茶の販売実績や嗜好性を調査する。

協議会として、どのような内容の調査を行うのか検討
する。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ 見本市や商談会の機会を
利用して、現地の嗜好に
合わせた商品のＰＲ、販
売等を行う。

➢

➢

ベルリン（１月）、ロンドン（５月）において、他の
品目別輸出団体とともに、セミナー・PRイベントを開
催し、現地の嗜好を鑑みつつ、日本茶のPRを行った。

今後は次の見本市等でPR、販売、商談等を行う予定で
ある。取組が、成約金額増加に結びつくような工夫を
行う。
　・８月　香港TEA Expo（香港）
　・９月　ミラノ市内におけるシンポジウム開催
　・10月　イタリア茶文化国際学会出席
　・10月　Oishii Japan（シンガポール）
　・11月　国際茶業博覧会（台湾）
　・11月　日本茶国内商談会（静岡、鹿児島）

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ ベルリンでは、現地
の嗜好に鑑み、抹茶
アイスと抹茶ケーキ
の製造実演を行い、
飲み物としてだけで
なく、デザートとして
の提案も行った。今
後のイベントでも、こ
のように現地の嗜好
などを鑑みつつ、PR
や販売を行う必要が
ある。

フレーバー
ティー等相
手国の嗜好
に合った商
品を開発



茶のＰＤＣＡシート

活動内容

対応方向（Act）

輸出戦略上の
対応方向

輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）

評価

➢ 国内の茶生産者、茶商工業者、関係団体等を対象に、
日本茶輸出セミナーを開催する（７月28日東京、９月
３日京都、12月１日鹿児島、１月26日静岡）。

➢ 日本茶輸出促
進協議会

➢ ３月にジェトロが品目別輸出団体向けセミナー（日本
茶、牛肉）を開催し、日本茶輸出促進協議会が受講し
た。

➢

➢

日本茶輸出促
進協議会
ジェトロ

➢ 参加者から、各国の
規制状況に関する情
報提供が高評価を得
た。

高評価だった規制状況に
関する情報提供について
は、今年度、日本茶輸出
促進協議会が開催する
茶生産者、茶商業者、関
係団体等向けセミナーで
実施すると共に、今後も、
事業者が求める情報を的
確に提供するセミナーを
実施する必要がある。
また、見本市や商談会に
おけるセミナーについて
も、対象国状況に合わせ
た効果的な情報発信を実
施する。

➢ 海外輸出団体調査の一環でインド、スリランカ等の茶
関連団体の取組を調査する。また、日本茶輸出促進協
議会における米国のTea Association of USAへの調査
との連携を調査内容に盛り込む。

➢ 事務局

その他 ➢ 全国主要都市で、日本茶
輸出に係る問題点や生産
者対策等を学ぶセミナー
を開催し、日本茶輸出を
促進する。


